
第 5 3 号 議 案

令 和 元 年 1 2月 2 0日 
任 用 給 与 課  

東京都規則等の一部改正について（任用関係・給与関係） 

標記の件について、下記Ⅰの東京都規則等の一部改正については申請（別添１）

のとおり承認する。 

また、下記Ⅱの人事委員会承認事項の一部改正については申請（別添２）のとお

り承認する。 

記 

Ⅰ 東京都規則等の一部改正（別添１） 

１ 職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

２ 学校職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

３ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

Ⅱ 人事委員会承認事項の一部改正（別添２） 

１ 局長級職員の成績率の運用に関する要綱の制定について 

２ 成績率の運用に関する要綱の制定について（全任命権者） 
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Ⅰ 東京都規則等の一部改正 

１ 職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

人事委員会勧告に伴う給与条例の改正により、所要の改正を行う。 

項   目
該 当 条 文

内 容 

成 績 率 

第３条の４第１項 

【成績率の範囲の改正】 

勤勉手当の支給割合を 0.05月引き上げることに伴う規定整備 

○ 令和元年 12月期の成績率の範囲

成績率の範囲 (参考：改正後) 
条例に定める

支給割合改正後 現行

指定職 0.9460  ～ 1.2899 0.9020  ～ 1.2299 1.075月 

部長級 0    ～ 1.90 0    ～ 1.80 1.35月 

課長級 0    ～ 2.15 0    ～ 1.95 1.25月 

課長代理級 0.9345  ～ 1.65 0.8900  ～ 1.55 
1.05月 

主任以下等 0.9450  ～ 1.60 0.9000  ～ 1.50 

再
任
用

指定職 0.5060  ～ 0.6899 0.4620  ～ 0.6299 0.575月 

管理職 0.55625 ～ 0.95 0.51175 ～ 0.85 0.625月 

監督職 0.46725 ～ 0.60 0.42275 ～ 0.60 
0.525月 

一般職 0.4725  ～ 0.60 0.4275  ～ 0.55 

施 行 期 日 

附則 

公布の日（令和元年 12月 24日予定） 

令和元年 12月１日から適用 

２ 学校職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅰ」の「１」と同様の改正を行う。 

３ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目
該 当 条 文

内 容 

派遣の対象となら

ない職員の特例 

第２条第１号 

【地方公務員法の改正に伴う文言整備】 

「第 22 条第１項」→「第 22条」 

施 行 期 日 

附則 

令和２年４月１日 

（参考）支給額＝給与月額×期間率×成績率

　2　



Ⅱ 人事委員会承認事項の一部改正 

１ 局長級職員の成績率の運用に関する要綱の制定について 

人事委員会勧告に伴う条例・規則の改正により、所要の改正を行う。 

項 目 内 容 

局 長 級 職 員 の 

成 績 率 の 内 容 

第３ 

【勤勉手当の支給割合の引上げに伴う規定整備】 

○ 令和元年 12月に支給する勤勉手当

（局長級） 

・勤勉月数 1.025月（現行） → 1.075月

（改正後）   （現 行） 

段階 成績率 段階 成績率 

上位 

1.075超～1.2899月 
の範囲で 

支給の都度定める 
上位 

1.025超～1.2299月 
の範囲で 

支給の都度定める 

中位 

0.99975～1.075月 
の範囲で 

支給の都度定める 
中位 

0.95325～1.025月 
の範囲で 

支給の都度定める 

下位 0.946月 下位 0.902月 

総務局長が別に定めるものの

成績率は、1.075月 

総務局長が別に定めるものの

成績率は、1.025月 

再任用局長級職員 

の成績率の内容 

第４ 

（再任用局長級） 

・勤勉月数 0.525月（現行） → 0.575月

（改正後）   （現 行） 

段階 成績率 段階 成績率 

上位 

0.575超～0.6899月 
の範囲で 

支給の都度定める 
上位 

0.525超～0.6299月 
の範囲で 

支給の都度定める 

中位 

0.53475～0.575月 
の範囲で 

支給の都度定める 
中位 

0.48825～0.525月 
の範囲で 

支給の都度定める 

下位 0.506月 下位 0.462月 

総務局長が別に定めるものの

成績率は、0.575月 

総務局長が別に定めるものの

成績率は、0.525月 

附 則 令和元年 12月 24日から施行し、令和元年 12月１日から適用する。 
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２ 成績率の運用に関する要綱の制定について 

（知事・議会・監査・選挙管理委員会・人事委員会・漁業調整委員会） 

人事委員会勧告に伴う条例・規則の改正により、所要の改正を行う。 

項 目 内 容 

行（一）５級等職
員の成績率の内容 

第４ 

【勤勉手当の支給割合の引上げに伴う規定整備】 

○ 令和元年 12月に支給する勤勉手当

（部長級） 

・勤勉月数 1.3月（現行） → 1.35 月

改正後 現 行 

段階 評価 配分 成績率 成績率 

最上位 ５ 10％ 支給の都度定める 

（上限：1.9月） 

支給の都度定める 

（上限：1.8月） 上位 ４ 20％ 

中位 ３ 50％ 1.2555月 1.2090月 

下位 ２ 
20％ 

1.1880月 1.1440月 

最下位 １ 0月 0月 

行（一）４級等職
員の成績率の内容 

第５ 

（課長級） 

・勤勉月数 1.2月（現行） → 1.25 月

改正後 現 行 

段階 評価 配分 成績率 成績率 

最上位 ５ 10％ 
支給の都度定める 

（上限：2.15月） 

支給の都度定める 

（上限：1.95月） 
上位 ４ 20％ 

中位(Ａ) 
３ 

10％ 

中位(Ｂ) 40％ 1.1750月 1.1280月 

下位 ２ 
20％ 

1.1125月 1.0680月 

最下位 １ 0月 0月 

行政系課長代理等
職員の成績率の内
容 

第６ 

（課長代理級） 

・勤勉月数 1.0月（現行） → 1.05 月

改正後 現 行 

段階 配分 成績率 成績率 

最上位 10％ 支給の都度定める 

（上限：1.65月） 

支給の都度定める 

（上限：1.55月） 上位 30％ 

中位 
60％ 

0.9975月 0.9500月 

下位 0.9345月 0.8900月 

対象外 1.0500月 1.0000月 
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行政系主任級以下
及び技能系等職員
の成績率の内容 

第７ 

（主任級以下及び技能系） 

・勤勉月数 1.0月（現行） → 1.05 月

改正後 現 行 

段階 配分 成績率 成績率 

上位 40％ 
支給の都度定める 

（上限：1.6月） 

支給の都度定める 

（上限：1.5月） 

中位 
60％ 

1.0080月 0.9600月 

下位 0.9450月 0.9000月 

対象外 1.0500月 1.0000月 

再任用管理職員の
成績率の内容 

第８ 

（再任用管理職員） 

・勤勉月数 0.575月（現行） → 0.625月

改正後 現 行 

段階 配分 成績率 成績率 

上位 30％ 
支給の都度定める 

（上限：0.95月） 

支給の都度定める 

（上限：0.85月） 

中位 
70％ 

0.5875月 0.5405月 

下位 0.55625月 0.51175月 

再任用行政系課長
代理等職員の成績
率の内容 

第９ 

（再任用課長代理級） 

・勤勉月数 0.475月（現行） → 0.525月

改正後 現 行 

段階 配分 成績率 成績率 

上位 40％ 
支給の都度定める 

（上限：0.6月） 

支給の都度定める 

（上限：0.6月） 

中位 
60％ 

0.49875月 0.45125月 

下位 0.46725月 0.42275月 

対象外 0.525月 0.4750月 

再任用行政系主任
級以下及び再任用
技能系等職員の成
績率の内容 

第１０ 

（再任用主任級以下及び技能系） 

・勤勉月数 0.475月（現行） → 0.525月

改正後 現 行 

段階 配分 成績率 成績率 

上位 40％ 
支給の都度定める 

（上限：0.6月） 

支給の都度定める 

（上限：0.55月） 

中位 
60％ 

0.504月 0.4560月 

下位 0.4725月 0.4275月 

対象外 0.525月 0.4750月 

附 則 令和元年 12月 24日から施行し、令和元年 12月１日から適用する。 

教育委員会、警視庁、東京消防庁についても、同様の改正を行う。 
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。
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二
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」
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ら
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る

 

。

　7　



～ 目 次 ～ 
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「局長級職員の成績率の運用に関する要綱の制定について」（平成23年３月24日付22人委任第131号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改  正  案 現 行 

局長級職員の成績率の運用に関する要綱 

第１及び第２ （現行のとおり） 

（局長級職員の成績率の内容） 

第３ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 １００００分の１０７５０超１００００分の１２８９９以下の範囲で、

支給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(2) 中 位 １００００分の９９９７．５以上１００００分の１０７５０以下の範

囲で、支給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(3) 下 位 １００００分の９４６０

３ 前２項の規定にかかわらず、総務局長が別に定めるものの成績率は、１００００

分の１０７５０とする。 

（再任用局長級職員の成績率の内容） 

第４ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 １００００分の５７５０超１００００分の６８９９以下の範囲で、支

給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(2) 中 位 １００００分の５３４７．５以上１００００分の５７５０以下の範囲

で、支給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(3) 下 位 １００００分の５０６０

３ 前２項の規定にかかわらず、総務局長が別に定めるものの成績率は、１００００

分の５７５０とする。 

第５から第１０まで （現行のとおり） 

局長級職員の成績率の運用に関する要綱 

第１及び第２ （略） 

（局長級職員の成績率の内容） 

第３  （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 １００００分の１０２５０超１００００分の１２２９９以下の範囲で、

支給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(2) 中 位 １００００分の９５３２．５以上１００００分の１０２５０以下の範

囲で、支給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(3) 下 位 １００００分の９０２０

３ 前２項の規定にかかわらず、総務局長が別に定めるものの成績率は、１００００

分の１０２５０とする。 

（再任用局長級職員の成績率の内容） 

第４ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 １００００分の５２５０超１００００分の６２９９以下の範囲で、支

給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(2) 中 位 １００００分の４８８２．５以上１００００分の５２５０以下の範囲

で、支給の都度知事が定め、支給日までに人事委員会へ報告する。 

(3) 下 位 １００００分の４６２０

３ 前２項の規定にかかわらず、総務局長が別に定めるものの成績率は、１００００

分の５２５０とする。 

第５から第１０まで （略） 

別 紙 

　2　



附 則 

この要綱は、令和元年１２月２４日から施行し、令和元年１２月１日から適用する。  
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【別紙】 

「成績率の運用に関する要綱の制定について」（平成15年３月25日付14人委任第216号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改  正  案 現 行 

成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで（現行のとおり） 

（行（一）５級等職員の成績率の内容） 

第４ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位 １００００分の１２５５５

(4) 下 位 １００００分の１１８８０

(5) 最下位  （現行のとおり）

（行（一）４級等職員の成績率の内容） 

第５ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位(A) （現行のとおり）

(4) 中 位(B) １００００分の１１７５０

(5) 下 位 １００００分の１１１２５

(6) 最下位 （現行のとおり）

成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで （略） 

（行（一）５級等職員の成績率の内容） 

第４ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位 １００００分の１２０９０

(4) 下 位 １００００分の１１４４０

(5) 最下位  （略）

（行（一）４級等職員の成績率の内容） 

第５ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位(A) （略）

(4) 中 位(B) １００００分の１１２８０

(5) 下 位 １００００分の１０６８０

(6) 最下位 （略）

知事
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（行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第６ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位 １００００分の９９７５

(4) 下 位 １００００分の９３４５

(5) 対象外 １００００分の１０５００

（行政系主任級以下及び技能系等職員の成績率の内容） 

第７ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の１００８０

(3) 下 位 １００００分の９４５０

(4) 対象外 １００００分の１０５００

（再任用管理職員の成績率の内容） 

第８ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の５８７５

(3) 下 位 １００００分の５５６２．５

（再任用行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第９ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第６ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位 １００００分の９５００

(4) 下 位 １００００分の８９００

(5) 対象外 １００００分の１００００

（行政系主任級以下及び技能系等職員の成績率の内容） 

第７ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の９６００

(3) 下 位 １００００分の９０００

(4) 対象外 １００００分の１００００

（再任用管理職員の成績率の内容） 

第８ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の５４０５

(3) 下 位 １００００分の５１１７．５

（再任用行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第９ （略） 

２ （略） 
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(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の４９８７．５

(3) 下 位 １００００分の４６７２．５

(4) 対象外 １００００分の５２５０

（再任用行政系主任級以下及び再任用技能系等職員の成績率の内容） 

第１０ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の５０４０

(3) 下 位 １００００分の４７２５

(4) 対象外 １００００分の５２５０

第１１から第２２まで （現行のとおり） 

附 則 

この要綱は、令和元年１２月２４日から施行し、令和元年１２月１日から適用する。 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の４５１２．５

(3) 下 位 １００００分の４２２７．５

(4) 対象外 １００００分の４７５０

（再任用行政系主任級以下及び再任用技能系等職員の成績率の内容） 

第１０ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の４５６０

(3) 下 位 １００００分の４２７５

(4) 対象外 １００００分の４７５０

第１１から第２２まで （略） 
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成績率の運用に関する要綱（平成15年３月25日付14人委任第216号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改  正  案 現 行 

成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで（現行のとおり） 

（行（一）５級等職員の成績率の内容） 

第４ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位 １００００分の１２５５５

(4) 下 位 １００００分の１１８８０

(5) 最下位  （現行のとおり）

（行（一）４級等職員の成績率の内容） 

第５ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位(A) （現行のとおり）

(4) 中 位(B) １００００分の１１７５０

(5) 下 位 １００００分の１１１２５

成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで（略） 

（行（一）５級等職員の成績率の内容） 

第４ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位 １００００分の１２０９０

(4) 下 位 １００００分の１１４４０

(5) 最下位  （略）

（行（一）４級等職員の成績率の内容） 

第５ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位(A) （略）

(4) 中 位(B) １００００分の１１２８０

(5) 下 位 １００００分の１０６８０

【別紙１】 
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(6) 最下位  （現行のとおり）

（行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第６ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 最上位 （現行のとおり）

(2) 上 位 （現行のとおり）

(3) 中 位 １００００分の９９７５

(4) 下 位 １００００分の９３４５

(5) 対象外 １００００分の１０５００

（行政系主任級以下及び技能系等職員の成績率の内容） 

第７ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の１００８０

(3) 下 位 １００００分の９４５０

(4) 対象外 １００００分の１０５００

（再任用管理職員の成績率の内容） 

第８ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の５８７５

(3) 下 位 １００００分の５５６２．５

(6) 最下位  （略）

（行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第６ （略） 

２ （略） 

(1) 最上位 （略）

(2) 上 位 （略）

(3) 中 位 １００００分の９５００

(4) 下 位 １００００分の８９００

(5) 対象外 １００００分の１００００

（行政系主任級以下及び技能系等職員の成績率の内容） 

第７ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の９６００

(3) 下 位 １００００分の９０００

(4) 対象外 １００００分の１００００

（再任用管理職員の成績率の内容） 

第８ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の５４０５

(3) 下 位 １００００分の５１１７．５
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（再任用行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第９ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の４９８７．５

(3) 下 位 １００００分の４６７２．５

(4) 対象外 １００００分の５２５０

（再任用行政系主任級以下及び再任用技能系等職員の成績率の内容） 

第１０ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

(1) 上 位 （現行のとおり）

(2) 中 位 １００００分の５０４０

(3) 下 位 １００００分の４７２５

(4) 対象外 １００００分の５２５０

第１１から第２２まで （現行のとおり） 

附 則 

この要綱は、令和元年１２月２４日から施行し、令和元年１２月１日から適用する。 

（再任用行政系課長代理等職員の成績率の内容） 

第９ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の４５１２．５

(3) 下 位 １００００分の４２２７．５

(4) 対象外 １００００分の４７５０

（再任用行政系主任級以下及び再任用技能系等職員の成績率の内容） 

第１０ （略） 

２ （略） 

(1) 上 位 （略）

(2) 中 位 １００００分の４５６０

(3) 下 位 １００００分の４２７５

(4) 対象外 １００００分の４７５０

第１１から第２２まで （略） 
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教育職員等の成績率の運用に関する要綱（平成８年３月29日付７人委任第223号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現  行 

教育職員等の成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで （現行のとおり） 

（教育５級等職員の成績率の内容） 

第４ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）最上位 （現行のとおり） 

（2）上 位 （現行のとおり） 

（3）中 位 １００００分の１１７５０ 

（4）下 位 １００００分の１１１２５ 

（5）最下位 （現行のとおり） 

（教育監督職等職員の成績率の内容） 

第５ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）最上位 （現行のとおり） 

（2）上 位 （現行のとおり） 

(3) 中 位 １００００分の９９７５

(4) 下 位 １００００分の９３４５

(5) 対象外 １００００分の１０５００

（教育一般職員の成績率の内容） 

第６ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）上 位 （現行のとおり） 

(2) 中 位 １００００分の１００８０

教育職員等の成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで （略） 

（教育５級等職員の成績率の内容） 

第４ （略） 

２ （略） 

（1）最上位 （略） 

（2）上 位 （略） 

（3）中 位 １００００分の１１２８０ 

（4）下 位 １００００分の１０６８０ 

（5）最下位 （略） 

（教育監督職等職員の成績率の内容） 

第５ （略） 

２ （略） 

（1）最上位 （略） 

（2）上 位 （略） 

（3）中 位 １００００分の９５００ 

（4）下 位 １００００分の８９００ 

（5）対象外 １００００分の１００００ 

（教育一般職員の成績率の内容） 

第６ （略） 

２ （略） 

（1）上 位 （略） 

（2）中 位 １００００分の９６００ 

【別紙２】 
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(3) 下 位 １００００分の９４５０

(4) 対象外 １００００分の１０５００

（再任用教育管理職員の成績率の内容） 

第７ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）上 位 （現行のとおり） 

(2) 中 位 １００００分の５８７５

(3) 下 位 １００００分の５５６２．５

（再任用教育監督職等職員の成績率の内容） 

第８ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）上 位 （現行のとおり） 

(2) 中 位 １００００分の４９８７．５

(3) 下 位 １００００分の４６７２．５

(4) 対象外 １００００分の５２５０

（再任用教育一般職員の成績率の内容） 

第９ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（1）上 位 （現行のとおり） 

(2) 中 位 １００００分の５０４０

(3) 下 位 １００００分の４７２５

(4) 対象外 １００００分の５２５０

第１０から第２０まで （現行のとおり） 

附 則 

この要綱は、令和元年１２月２４日から施行し、令和元年１２月１日から適用する。 

（3）下 位 １００００分の９０００ 

（4）対象外 １００００分の１００００ 

（再任用教育管理職員の成績率の内容） 

第７ （略） 

２ （略） 

（1）上 位 （略） 

（2）中 位 １００００分の５４０５ 

（3）下 位 １００００分の５１１７．５ 

（再任用教育監督職等職員の成績率の内容） 

第８ （略） 

２ （略） 

（1）上 位 （略） 

（2）中 位 １００００分の４５１２.５ 

（3）下 位 １００００分の４２２７.５ 

（4）対象外 １００００分の４７５０ 

（再任用教育一般職員の成績率の内容） 

第９ （略） 

２ （略） 

（1）上 位 （略） 

（2）中 位 １００００分の４５６０ 

（3）下 位 １００００分の４２７５ 

（4）対象外 １００００分の４７５０ 

第１０から第２０まで （略） 
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【別紙】

「勤勉手当の成績率に関する運用要綱」（平成８年３月29日付７人委任第223号承認）について、下記のとおり改正する。
記

改 正 案 現 行

勤勉手当の成績率に関する運用要綱 勤勉手当の成績率に関する運用要綱

第１から第８まで （現行のとおり） 第１から第８まで （略）

附 則
この要綱は、令和元年１２月２４日から施行し、令和元年１２月１日から

適用する。

警視庁
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改 正 案 現 行

別表第１
理 事 官 職 の 成 績 率

成績率の段階
評価結果のうち総評

割 合（総評の分布率）

最 上 位
Ａ

支 給 の 都 度 定 め る 。（ １ ０ ％ 以 内 ）

上 位 Ｂ 支 給 の 都 度 定 め る 。（３０％以内－「Ａ」）

中 位 Ｃ １００００分の１２５５５（９５％以内－「Ａ・Ｂ」）

下 位 Ｄ １００００分の１２２８５

最 下 位 Ｅ １００００分の９８５５

備 考
１ 署長及び副署長については「総評」を「最終評価」と読み替えて
適用する。

２ 最上位及び上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第２
管 理 官 職 の 成 績 率

成績率の段階
評価結果のうち総評

割 合（総評の分布率）

最 上 位 Ａ 支 給 の 都 度 定 め る 。（ １ ０ ％ 以 内 ）

上 位 Ｂ 支 給 の 都 度 定 め る 。（３０％以内－「Ａ」）

中 位 Ｃ １００００分の１１７５０（９５％以内－「Ａ・Ｂ」）

下 位 Ｄ １００００分の１１５００

最 下 位 Ｅ １００００分の９２５０

備 考 １ 副署長については「総評」を「最終評価」と読み替えて適用する。
２ 最上位及び上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第３
係 長 職 の 成 績 率

成績率の段階 評価結果のうち総評 割 合（総評の分布率）

最 上 位 Ａ 支 給 の 都 度 定 め る 。（ １ ０ ％ 以 内 ）

上 位 Ｂ 支 給 の 都 度 定 め る 。（３０％以内－「Ａ」）

中 位 Ｃ １００００分の９９７５（９５％以内－「Ａ・Ｂ」）

下 位 Ｄ １００００分の９８７０

最 下 位 Ｅ １００００分の９３４５

備 考 最上位及び上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第１
理 事 官 職 の 成 績 率

成績率の段階
評価結果のうち総評

割 合（総評の分布率）

最 上 位
Ａ

支 給 の 都 度 定 め る 。（ １ ０ ％ 以 内 ）

上 位 Ｂ 支 給 の 都 度 定 め る 。（３０％以内－「Ａ」）

中 位 Ｃ １００００分の１２０９０（９５％以内－「Ａ・Ｂ」）

下 位 Ｄ １００００分の１１８３０

最 下 位 Ｅ １００００分の９４９０

備 考
１ 署長及び副署長については「総評」を「最終評価」と読み替えて
適用する。

２ 最上位及び上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第２
管 理 官 職 の 成 績 率

成績率の段階
評価結果のうち総評

割 合（総評の分布率）

最 上 位 Ａ 支 給 の 都 度 定 め る 。（ １ ０ ％ 以 内 ）

上 位 Ｂ 支 給 の 都 度 定 め る 。（３０％以内－「Ａ」）

中 位 Ｃ １００００分の１１２８０（９５％以内－「Ａ・Ｂ」）

下 位 Ｄ １００００分の１１０４０

最 下 位 Ｅ １００００分の８８８０

備 考 １ 副署長については「総評」を「最終評価」と読み替えて適用する。
２ 最上位及び上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第３
係 長 職 の 成 績 率

成績率の段階 評価結果のうち総評 割 合（総評の分布率）

最 上 位 Ａ 支 給 の 都 度 定 め る 。（ １ ０ ％ 以 内 ）

上 位 Ｂ 支 給 の 都 度 定 め る 。（３０％以内－「Ａ」）

中 位 Ｃ １００００分の９５００（９５％以内－「Ａ・Ｂ」）

下 位 Ｄ １００００分の９４００

最 下 位 Ｅ １００００分の８９００

備 考 最上位及び上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。
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改 正 案 現 行

別表第４
係 長 職 警 部 補 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

最 上 位 成績率対象者である職員のうち、１０％程度の者 支給の都度定める。

上 位 成績率対象者である職員のうち、３０％程度 支給の都度定める。の者から最上位の職員を除いた者

中 位 最上位、上位及び下位以外の者 １００００分の９９７５

下 位 業績評価欄の評語が第一次評価、第二次評価 １００００分の９３４５
ともにＥの者

１ 第一次評価、第二次評価のいずれかの評価が行われなかった場合、実

備 考
施されなかった評価の業績評価欄の評語については、実施された評価と
同一の評語が付されたものとみなす。
２ 最上位及び上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第５
副 主 査 職 等 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

最 上 位 成績率対象者である職員のうち、５％程度の者 支給の都度定める。

上 位 成績率対象者である職員のうち、３０％程度 支給の都度定める。
の者から最上位の職員を除いた者

中 位 最上位、上位及び下位以外の者 １００００分の１００８０

下 位 業績評価欄の評語が第一次評価、第二次評価 １００００分の９４５０
ともにＥの者

１ 第一次評価、第二次評価のいずれかの評価が行われなかった場合、実

備 考
施されなかった評価の業績評価欄の評語については、実施された評価と
同一の評語が付されたものとみなす。
２ 最上位及び上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第６
再 任 用 管 理 職 員 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

上 位 成績率対象者である職員のうち、３０％程度の者 支給の都度定める。

中 位 上位及び下位以外の者 １００００分の５８７５

下 位 個評欄の評語がＤ又はＥの者 １００００分の５５６２.５

備 考 上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第４
係 長 職 警 部 補 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

最 上 位 成績率対象者である職員のうち、１０％程度の者 支給の都度定める。

上 位 成績率対象者である職員のうち、３０％程度 支給の都度定める。の者から最上位の職員を除いた者

中 位 最上位、上位及び下位以外の者 １００００分の９５００

下 位 業績評価欄の評語が第一次評価、第二次評価 １００００分の８９００
ともにＥの者

１ 第一次評価、第二次評価のいずれかの評価が行われなかった場合、実

備 考
施されなかった評価の業績評価欄の評語については、実施された評価と
同一の評語が付されたものとみなす。
２ 最上位及び上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第５
副 主 査 職 等 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

最 上 位 成績率対象者である職員のうち、５％程度の者 支給の都度定める。

上 位 成績率対象者である職員のうち、３０％程度 支給の都度定める。
の者から最上位の職員を除いた者

中 位 最上位、上位及び下位以外の者 １００００分の９６００

下 位 業績評価欄の評語が第一次評価、第二次評価 １００００分の９０００
ともにＥの者

１ 第一次評価、第二次評価のいずれかの評価が行われなかった場合、実

備 考
施されなかった評価の業績評価欄の評語については、実施された評価と
同一の評語が付されたものとみなす。
２ 最上位及び上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第６
再 任 用 管 理 職 員 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

上 位 成績率対象者である職員のうち、３０％程度の者 支給の都度定める。

中 位 上位及び下位以外の者 １００００分の５４０５

下 位 個評欄の評語がＤ又はＥの者 １００００分の５１１７.５

備 考 上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。
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改 正 案 現 行

別表第７
再 任 用 係 長 職 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

上 位 成績率対象者である職員のうち、４０％程度の者 支給の都度定める。

中 位 上位及び下位以外の者 １００００分の４９８７.５

下 位 個評欄の評語がＤ又はＥの者 １００００分の４６７２.５

備 考 上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第８
再 任 用 係 長 職 警 部 補 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

上 位 成績率対象者である職員のうち、４０％程度の者 支給の都度定める。

中 位 上位及び下位以外の者 １００００分の４９８７.５

下 位 業績評価欄の評語が第一次評価、第二次評価 １００００分の４６７２.５
ともにＥの者

１ 第一次評価、第二次評価のいずれかの評価が行われなかった場合、実

備 考
施されなかった評価の業績評価欄の評語については、実施された評価と
同一の評語が付されたものとみなす。

２ 上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第９
再 任 用 副 主 査 職 等 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

上 位 成績率対象者である職員のうち、４０％程度の者 支給の都度定める。

中 位 上位及び下位以外の者 １００００分の５０４０

下 位 業績評価欄の評語が第一次評価、第二次評価 １００００分の４７２５
ともにＥの者

１ 第一次評価、第二次評価のいずれかの評価が行われなかった場合、実

備 考
施されなかった評価の業績評価欄の評語については、実施された評価と
同一の評語が付されたものとみなす。

２ 上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第７
再 任 用 係 長 職 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

上 位 成績率対象者である職員のうち、４０％程度の者 支給の都度定める。

中 位 上位及び下位以外の者 １００００分の４５１２.５

下 位 個評欄の評語がＤ又はＥの者 １００００分の４２２７.５

備 考 上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第８
再 任 用 係 長 職 警 部 補 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

上 位 成績率対象者である職員のうち、４０％程度の者 支給の都度定める。

中 位 上位及び下位以外の者 １００００分の４５１２.５

下 位 業績評価欄の評語が第一次評価、第二次評価 １００００分の４２２７.５
ともにＥの者

１ 第一次評価、第二次評価のいずれかの評価が行われなかった場合、実

備 考
施されなかった評価の業績評価欄の評語については、実施された評価と
同一の評語が付されたものとみなす。

２ 上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。

別表第９
再 任 用 副 主 査 職 等 の 成 績 率

成績率の段階 基 準 割 合

上 位 成績率対象者である職員のうち、４０％程度の者 支給の都度定める。

中 位 上位及び下位以外の者 １００００分の４５６０

下 位 業績評価欄の評語が第一次評価、第二次評価 １００００分の４２７５
ともにＥの者

１ 第一次評価、第二次評価のいずれかの評価が行われなかった場合、実

備 考
施されなかった評価の業績評価欄の評語については、実施された評価と
同一の評語が付されたものとみなす。

２ 上位の成績率は、支給日までに人事委員会へ報告する。
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別紙 

「東京消防庁職員の勤勉手当における成績率の運用に関する要綱」（平成１５年３月２５日付１４人委任第２１６号承認）について、下記の

とおり改正する。 

改 正 案 現  行 

東京消防庁職員の勤勉手当における成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで （現行のとおり） 

第４ 部長級職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

⑴ 最上位 （現行のとおり）

⑵ 上 位 （現行のとおり）

⑶ 中 位 １００００分の１２５５５

⑷ 下 位 １００００分の１１８８０

⑸ 最下位 （現行のとおり）

第５ 課長級職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

⑴ 最上位 （現行のとおり）

⑵ 上 位 （現行のとおり）

⑶ 中 位 １００００分の１１７５０

⑷ 下 位 １００００分の１１１２５

⑸ 最下位 （現行のとおり）

第６ 係長等職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

東京消防庁職員の勤勉手当における成績率の運用に関する要綱 

第１から第３まで （略） 

第４ 部長級職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 最上位 （略）

⑵ 上 位 （略）

⑶ 中 位 １００００分の１２０９０

⑷ 下 位 １００００分の１１４４０

⑸ 最下位 （略）

第５ 課長級職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 最上位 （略）

⑵ 上 位 （略）

⑶ 中 位 １００００分の１１２８０

⑷ 下 位 １００００分の１０６８０

⑸ 最下位 （略）

第６ 係長等職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

東京消防庁
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⑴ 最上位 （現行のとおり）

⑵ 上 位 （現行のとおり）

⑶ 中 位 １００００分の９９７５

⑷ 下 位 １００００分の９６６０

⑸ 最下位 １００００分の９３４５

⑹ 対象外 １００００分の１０５００

第７ 主任級以下職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり) 

２ （現行のとおり） 

⑴ 最上位 （現行のとおり）

⑵ 上 位 （現行のとおり）

⑶ 中 位 １００００分の１００８０

⑷ 下 位 １００００分の９７６５

⑸ 最下位 １００００分の９４５０

⑹ 対象外 １００００分の１０５００

第８ 再任用管理職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

⑴ 上 位 （現行のとおり）

⑵ 中 位 １００００分の５８７５

⑶ 下 位 １００００分の５５６２．５

第９ 再任用係長等職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

⑴ 上 位 （現行のとおり）

⑵ 中 位 １００００分の４９８７．５

⑶ 下 位 １００００分の４６７２．５

⑷ 対象外 １００００分の５２５０

⑴ 最上位 （略）

⑵ 上 位 （略）

⑶ 中 位 １００００分の９５００

⑷ 下 位 １００００分の９２００

⑸ 最下位 １００００分の８９００

⑹ 対象外 １００００分の１００００

第７ 主任級以下職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 最上位 （略）

⑵ 上 位 （略）

⑶ 中 位 １００００分の９６００

⑷ 下 位 １００００分の９３００

⑸ 最下位 １００００分の９０００

⑹ 対象外 １００００分の１００００

第８ 再任用管理職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 上 位 （略）

⑵ 中 位 １００００分の５４０５

⑶ 下 位 １００００分の５１１７．５

第９ 再任用係長等職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 上 位 （略）

⑵ 中 位 １００００分の４５１２．５

⑶ 下 位 １００００分の４２２７．５

⑷ 対象外 １００００分の４７５０
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第１０ 再任用主任級以下職員の成績率の内容 

１ （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

⑴ 上 位 （現行のとおり）

⑵ 中 位 １００００分の５０４０

⑶ 下 位 １００００分の４７２５

⑷ 対象外 １００００分の５２５０

第１１から第２５まで （現行のとおり） 

附 則 

この要綱は、令和元年１２月２４日から施行し、令和元年１２月１日から

適用する。 

第１０ 再任用主任級以下職員の成績率の内容 

１ （略） 

２ （略） 

⑴ 上 位 （略）

⑵ 中 位 １００００分の４５６０

⑶ 下 位 １００００分の４２７５

⑷ 対象外 １００００分の４７５０

第１１から第２５まで （略） 
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～ 目 次 ～ 

１ 職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（２頁） 

２ 学校職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（４頁） 

３ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則（６頁） 

規 則 改 正 新 旧 対 照 表

参 考 

　1　



職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
規
則
第
二
十
八
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で

（
略
）

（
成
績
率
）

第
三
条
の
四

（
現
行
の
と
お
り
）

一

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
局
長
級
職
員
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八

条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再

任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九

千
四
百
六
十
以
上
一
万
分
の
一
万
二
千
八
百
九
十
九
以
下
の
範
囲
内
で
知
事
が
人

事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

二

期
末
手
当
規
則
第
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
行
㈠
五
級
等
職
員
（
以
下

「
行
㈠
五
級
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員
の
勤

務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
一
万
九
千
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ

ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

三

期
末
手
当
規
則
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
㈠
四
級
等
職
員
（
以
下

「
行
㈠
四
級
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員
の
勤

務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
二
万
一
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で

そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

四

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う
ち

再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
三
百
四
十

五
以
上
一
万
分
の
一
万
六
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

五

前
四
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員
の

勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
四
百
五
十
以
上
一
万
分
の
一
万
六
千
以
下
の

範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

六

局
長
級
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一

万
分
の
五
千
六
十
以
上
一
万
分
の
六
千
八
百
九
十
九
以
下
の
範
囲
内
で
知
事
が
人

事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

七

行
㈠
五
級
等
職
員
及
び
行
㈠
四
級
等
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者

職

員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
五
千
五
百
六
十
二
・
五
以
上
一
万
分
の
九
千

（
成
績
率
）

第
三
条
の
四

（
略
）

一

指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
局
長
級
職
員
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十

八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下

「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分

の
九
千
二
十
以
上
一
万
分
の
一
万
二
千
二
百
九
十
九
以
下
の
範
囲
内
で
知
事
が

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

二

期
末
手
当
規
則
第
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
行
㈠
五
級
等
職
員
（
以
下

「
行
㈠
五
級
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員
の
勤

務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
一
万
八
千
以
下
の
範
囲
内
で
そ

れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

三

期
末
手
当
規
則
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
行
㈠
四
級
等
職
員
（
以
下

「
行
㈠
四
級
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員
の
勤

務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
一
万
九
千
五
百
以
下
の
範
囲
内

で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

四

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う

ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
八
千
九
百

以
上
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

五

前
四
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員

の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
以
上
一
万
分
の
一
万
五
千
以
下
の
範
囲

内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

六

局
長
級
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、

一
万
分
の
四
千
六
百
二
十
以
上
一
万
分
の
六
千
二
百
九
十
九
以
下
の
範
囲
内
で

知
事
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

七

行
㈠
五
級
等
職
員
及
び
行
㈠
四
級
等
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者
職

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
五
千
百
十
七
・
五
以
上
一
万
分
の
八
千
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五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め

る
割
合

八

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う
ち

再
任
用
職
員
で
あ
る
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
四
千
六
百
七
十

二
・
五
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

九

前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の

四
千
七
百
二
十
五
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

２
か
ら
６
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定

め
る
割
合

八

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員
の
う

ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
四
千
二
百

二
十
七
・
五
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任
命
権
者
が
人

事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

九

前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分

の
四
千
二
百
七
十
五
以
上
一
万
分
の
五
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
任

命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

２
か
ら
６
ま
で

（
略
）

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で

（
略
）

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二

（
略
）
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学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
）

改
正
案

現
行

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

（
成
績
率
）

第
一
条
か
ら
第
三
条
の
三
ま
で

（
略
）

（
成
績
率
）

第
三
条
の
四

（
現
行
の
と
お
り
）

第
三
条
の
四

（
略
）

一

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
表
に
規
定
す
る
教
育
五
級
等
職
員
（
以
下

「
教
育
五
級
等
職
員
」
と
い
う
。）
の
う
ち
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。）

以
外
の
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
二

万
一
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
定
め
る
割
合

一

条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
表
に
規
定
す
る
教
育
五
級
等
職
員
（
以
下

「
教
育
五
級
等
職
員
」
と
い
う
。）
の
う
ち
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。）

以
外
の
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
〇
以
上
一
万
分
の
一

万
九
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
定
め
る
割
合

二

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の

九
千
三
百
四
十
五
以
上
一
万
分
の
一
万
六
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育

委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

二

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の

八
千
九
百
以
上
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会

が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合

三

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
四
百
五
十
以
上
一
万
分
の

一
万
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て

定
め
る
割
合

三

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
者

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の
九
千
以
上
一
万
分
の
一
万
五
千

以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割

合

四

教
育
五
級
等
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者

職
員
の
勤
務
成
績

に
よ
り
、
一
万
分
の
五
千
五
百
六
十
二
・
五
以
上
一
万
分
の
九
千
五
百
以

四

教
育
五
級
等
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者

職
員
の
勤
務
成
績

に
よ
り
、
一
万
分
の
五
千
百
十
七
・
五
以
上
一
万
分
の
八
千
五
百
以
下
の
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下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

範
囲
内
で
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

五 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の

四
千
六
百
七
十
二
・
五
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員

会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

五 

別
表
第
一
上
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
に
応
じ
て
同
表
下
欄
に
定
め
る
職
員

の
う
ち
再
任
用
職
員
で
あ
る
者 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一
万
分
の

四
千
二
百
二
十
七
・
五
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委
員

会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一

万
分
の
四
千
七
百
二
十
五
以
上
一
万
分
の
六
千
以
下
の
範
囲
内
で
教
育
委

員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

 

２
か
ら
６
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
り
、
一

万
分
の
四
千
二
百
七
十
五
以
上
一
万
分
の
五
千
五
百
以
下
の
範
囲
内
で
教

育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
割
合 

２
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

 

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
略
） 

 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
規
則
第
二
十
五
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案 

現

行 

第
一
条 
（
現
行
の
と
お
り
） 

（
派
遣
の
対
象
と
な
ら
な
い
職
員
の
特
例
） 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

国
家
公
務
員
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号)

第
五
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
官
職
に
正
式
に
採
用
さ
れ
て
い
た
者
又
は
地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
東
京

都
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
職
に
正
式
に
採
用
さ
れ
て
い
た
者
で
あ

つ
て
、
引
き
続
き
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の 

二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

（
派
遣
の
対
象
と
な
ら
な
い
職
員
の
特
例
） 

第
二
条 

（
略
） 

一 

国
家
公
務
員
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号)

第
五
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
官
職
に
正
式
に
採
用
さ
れ
て
い
た
者
又
は
地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
東
京
都
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
職
に
正
式
に
採
用
さ
れ
て
い
た

者
で
あ
つ
て
、
引
き
続
き
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の 

二 

（
略
） 

第
三
条 

（
略
） 
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地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

後

改

正

前

（
条
件
付
採
用
）

第
二
十
二
条

職
員
の
採
用
は
、
全
て
条
件
付
の
も
の
と
し
、
当
該
職
員
が
そ
の
職
に
お
い
て
六
月

を
勤
務
し
、
そ
の
間
そ
の
職
務
を
良
好
な
成
績
で
遂
行
し
た
と
き
に
正
式
採
用
に
な
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
等
は
、
人
事
委
員
会
規
則
（
人
事
委
員
会
を
置
か
な
い

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
規
則
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
条
件
付
採

用
の
期
間
を
一
年
に
至
る
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
削
除
）

（
条
件
付
採
用
及
び
臨
時
的
任
用
）

第
二
十
二
条

臨
時
的
任
用
又
は
非
常
勤
職
員
の
任
用
の
場
合
を
除
き
、
職
員
の
採
用
は
、
全
て
条
件

付
の
も
の
と
し
、
そ
の
職
員
が
そ
の
職
に
お
い
て
六
月
を
勤
務
し
、
そ
の
間
そ
の
職
務
を
良
好
な
成

績
で
遂
行
し
た
と
き
に
正
式
採
用
に
な
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
等
は
、

条
件
付
採
用
の
期
間
を
一
年
に
至
る
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

人
事
委
員
会
を
置
く
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
緊
急
の
場
合
、
臨
時
の
職
に
関
す
る
場
合
又
は
採
用
候
補
者
名
簿
（
第
二
十
一
条

の
四
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
昇
任
候
補
者
名
簿

を
含
む
。）
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
六
月
を
超
え
な
い
期
間
で
臨

時
的
任
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
任
用
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
、
六
月
を
超
え
な
い
期
間
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
再
度
更
新
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
は
、
臨
時
的
任
用
に
つ
き
、
任
用
さ
れ
る
者
の
資
格
要
件

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

人
事
委
員
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
臨
時
的
任
用
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

５

人
事
委
員
会
を
置
か
な
い
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
緊
急
の
場
合
又
は
臨
時

の
職
に
関
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
六
月
を
こ
え
な
い
期
間
で
臨
時
的
任
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
そ
の
任
用
を
六
月
を
こ
え
な
い
期
間
で
更
新
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
再
度
更
新
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

６

臨
時
的
任
用
は
、
正
式
任
用
に
際
し
て
、
い
か
な
る
優
先
権
を
も
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

７

前
五
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。
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